
大阪府貨物運送健康保険組合

A
急に入院することになり、健保組合に限度額適用認定証を申請しようとしたら、申請書を記入して提出するよう

言われました。マイナ保険証を利用すると、認定証がなくても窓口負担が減額され、助かりました。

申請書にご記入
いただき提出して
もらうことに
なります

申請しなくても窓口での支払いが減額されました

マイナ保険証で受診すると、本人が同意すれば限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度に基づき限度額を超える
医療費の立替払いが不要となります。



健保組合では、誤登録再発防止のため、マイナンバー紐づけ登録時に、本人確認のため氏名・生年月日に加え住民票住所まで正確に確認

する再発防止策を講じています。これらの対策により安心・安全にマイナ保険証がご利用いただけます。医療機関で受診する際には、

マイナ保険証をご利用ください。当組合の全加入者がマイナ保険証を利用することで、健保組合の事務効率化が図られ、適切な保険料

利用につながります。保険証の利用登録がお済みでない場合は、本リーフレットを参考に早めに利用登録をお願いします。

当健保組合は加入者の皆さまの健康増進を図り、良質で効率的な医療を受けられるよう、

加入者の皆さまの安心・安全実現のために努めてまいりますので、ご協力をよろしくお願いいたします。

保険者が行っている安心、安全のための対応策
について、動画をご覧ください。

デジタル庁作成動画 【報告と対策】
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